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⑪ ⑫ 

⑪世帯の加入者の保険税計算の対象となっている月が記載されています。 

保険税の支払い義務が生じる月に「＊」（擬制世帯主は「Ｇ」・非自発的離職者は「Ｓ」）が

記載されます。 

 下段は国保税内の「介護分」（40歳～65歳未満が対象）です。 

⑫被保険者の所得に対する所得割の額が、医療分・支援金分・介護分・子ども子育て支援

分記載されています。 

⑬医療分・支援金分・介護分・子ども子育て支援分の均等割額が記載されています。 

 ※介護適用者ではない方も、金額が記載されていますが⑪介護欄が空欄であれば、課税

されておりません。 

⑭１世帯当たりにかかる平等割額が記載されています。 

⑬ ⑭ 

 


